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光
緒
十
六
年
の
国
産
鴉
片
の
課
税
問
題
に
対
す
る
各
省
の
対
応

一

は

じ

め

に

第
二
次
鴉
片
戦
争
の
結
果
、
咸
豊
八
年
(
一
八
五
八
)
に
締
結
さ
れ
た
天
津

条
約
に
基
づ
い
て
交
わ
さ
れ
た
「
中
英
通
商
章
程
」
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
鴉
片

は
「
洋
薬
」
と
呼
称
を
改
め
、
輸
入
が
合
法
化
さ
れ
た
事
は
、
必
然
的
に
中
国

国
内
に
お
け
る
罌
粟
栽
培
・
鴉
片
生
産
も
解
禁
さ
れ
た
事
を
意
味
す
る
。
し
か

し
同
治
四
年
(
一
八
六
五
)
の
山
西
巡
撫
沈
桂
芬
の
奏
請
に
よ
り
、
全
国
に
対

し
て
罌
果
栽
培
の
禁
止
令
が
頒
布
さ
れ
、
再
び
国
産
鴉
片
=
土
薬
の
生
産
は
禁

止
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
禁
令
に
も
拘
ら
ず
、
中
国
の
国
内
各

地
で
罌
粟
栽
培
は
継
続
拡
大
し
、
沈
桂
芬
の
警
告
は
光
緒
三
・
四
年
(
一
八
七

七
・
七
八
)

の
山
西
省
を
中
心
と
す
る
旱
魃
に
よ
る
大
量
の
餓
死
者
の
出
現
と

な
っ
て
現
実
化
し
、
改
め
て
禁
令
の
徹
底
が
叫
ば
れ
た
(
‐
)
。
し
か
し
栽
培
地
域

が
一
般
に
生
産
性
の
低
い
丘
陵
・
瘠
地
で
あ
り
、
穀
物
栽
培
を
遥
か
に
土
回
る

収
益
を
獲
得
し
得
る
罌
粟
栽
培
に
依
存
す
る
農
民
・
彼
ら
を
収
奪
す
る
地
主
・

商
業
資
本
の
存
在
、
更
に
違
法
な
栽
培
を
見
逃
し
課
税
す
る
事
に
よ
っ
て
地
方

財
政
を
補
い
、
或
は
自
肥
を
図
る
地
方
官
の
存
在
に
よ
り
、
罌
粟
栽
培
は
増
大

す
る
事
は
有
っ
て
も
、
減
少
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

時
あ
た
か
も
太
平
天
国
の
乱
を
平
定
し
、
最
初
の
近
代
化
運
動
と
し
て
の
洋

務
運
動
の
展
開
に
よ
る
財
政
需
要
の
増
加
、
更
に
イ
リ
問
題
(
一
八
八
〇
)
や

清
仏
戦
争
(
一
八
八
四
)
等
の
外
交
・
軍
事
問
題
に
よ
る
出
費
の
増
大
は
、
一

目

黒

克

彦

(
史
学
教
室
)

層
清
朝
財
政
を
窮
迫
に
追
い
込
ん
で
い
た
。
そ
の
財
政
立
て
直
し
の
一
つ
の
手

段
と
し
て
、
一
方
で
は
光
緒
十
一
年
(
一
八
八
五
)
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
イ

ン
ド
鴉
片
の
輸
入
に
対
す
る
「
税
厘
併
徴
」
方
式
を
協
定
し
、
厘
金
の
増
額
と

密
輸
・
脱
税
の
防
止
に
よ
り
税
収
の
増
加
を
図
っ
た
(
z
)
。
他
方
で
禁
令
下
で
事

実
上
野
放
し
に
な
っ
て
い
る
土
薬
に
対
し
て
、
こ
れ
を
し
っ
か
り
把
握
し
課
税

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
奏
請
が
為
さ
れ
、
罌
粟
栽
培
は
再
び
合
法
化
さ
れ
る
事

と
な
る
。

小
稿
は
光
緒
十
六
年
(
一
八
九
〇
)
の
罌
粟
栽
培
の
解
禁
前
に
、
各
省
が
現

実
に
流
通
し
て
い
る
土
薬
に
対
し
て
如
何
に
対
応
し
て
お
り
、
こ
の
合
法
化
に

よ
り
、
ど
の
様
に
対
処
し
た
か
を
、
検
証
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

二

土
薬
解
禁
前
の
解
禁
を
巡
る
論
議

洋
薬
の
輸
入
に
関
し
て
、
前
述
の
光
緒
十
一
年
の
「
税
厘
併
徴
」
方
式
を
協

定
し
た
「
煙
台
条
約
続
増
専
条
」
で
は
、
そ
の
第
五
条
に
お
い
て
、
洋
薬
に
対

す
る
課
税
に
つ
い
て
、

中
国
国
家
は
こ
れ
ら
の
貨
包
洋
薬
を
行
銷
す
る
地
方
に
在
っ
て
開
析
す
る

を
許
す
べ
し
。
如
し
納
む
べ
き
税
相
等
の
項
は
、
或
い
は
当
時
の
徴
す
る
所
、

或
い
は
日
後
設
け
る
所
、
或
い
は
明
収
に
よ
り
、
或
い
は
暗
収
に
よ
る
こ
と

有
る
も
、
均
し
く
土
煙
の
納
め
る
所
の
税
損
等
の
項
に
較
べ
、
格
外
に
加
増

す
る
を
得
ず
。
…
…
(
・
J
)
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と
規
定
し
、
後
日
或
い
は
中
国
で
実
施
さ
れ
る
と
予
期
さ
れ
る
土
薬
に
対
す
る

課
税
額
が
洋
薬
に
対
す
る
そ
れ
に
比
較
し
て
、
格
段
に
軽
減
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
既
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
現
地
中
国
政
府
が
公
的
に
土

薬
の
生
産
・
課
税
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
実
状
を
認
知
し
、
解
禁
す
る

事
と
な
る
と
考
え
、
そ
の
際
に
課
税
額
に
大
き
な
差
が
生
じ
、
洋
薬
が
排
斥
さ

れ
る
事
態
に
至
る
事
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
、

特
に
こ
の
間
の
交
渉
に
従
事
し
た
駐
華
公
使

T
h
o
m
a
s

W
a
d
e

は
、
李
鴻
章

と
の
交
渉
の
過
程
で
こ
の
事
を
予
見
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
洋
薬
に
対
す
る

「
税
厘
併
徴
」
問
題
を
巡
る
交
渉
に
お
い
て
、
税
=
関
税
は
咸
豊
八
年
の
「
中

英
通
商
章
程
」
に
規
定
さ
れ
た
毎
百
斤
銀
三
十
両
を
変
更
せ
ず
、
国
内
で
中
国

が
徴
収
す
る
厘
金
の
額
を
巡
っ
て
紛
糾
し
た
。
光
緒
七
年
二
八
八
こ
、
当
時

軍
機
大
臣
・
総
理
街
門
大
臣
で
あ
っ
た
左
宗
棠
は
、
厘
金
を
百
二
十
両
と
し
、

税
厘
合
計
百
五
十
両
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
際
彼
は
禁
令
に
拘

ら
ず
現
に
流
通
し
て
い
る
土
薬
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

若
し
内
地
罌
粟
を
私
種
し
、
遣
る
所
の
土
煙
、
行
銷
浸
広
す
れ
ば
、
応
に

即
ち
に
洋
薬
税
則
に
照
ら
し
、
捐
を
加
え
罰
を
示
す
べ
し
。
惟
だ
土
煙
の
味

淡
く
気
薄
く
、
吸
う
者
は
そ
の
価
値
を
尚
ば
ず
。
亦
洋
薬
に
較
べ
て
軽
し
と

為
し
、
税
厘
の
加
は
未
だ
洋
薬
と
I
律
に
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
近
頃
市
価
日

に
減
じ
、
吸
う
者
は
日
に
多
く
、
患
を
為
す
こ
と
亦
愈
よ
積
み
て
、
愈
よ
甚

だ
し
。
こ
こ
に
お
い
て
禁
制
の
方
を
思
う
に
、
実
に
洋
薬
土
煙
の
税
捐
を
加

え
る
に
非
れ
ば
不
可
な
り
。
そ
れ
税
捐
を
加
え
る
を
議
す
る
所
以
は
、
僅
か

に
聚
斂
豊
財
の
起
見
た
る
に
非
る
な
り
。
(
~

即
ち
、
不
法
に
流
通
す
る
土
薬
に
対
し
て
、
言
わ
ば
罰
金
の
意
味
で
課
税
す
べ

き
で
あ
る
が
、
そ
の
額
は
品
質
の
相
違
に
よ
り
、
洋
薬
と
同
等
の
額
を
課
す
べ

き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
左
宗
棠
の
場
合
、
土
薬
の
厳
禁
策
を
維
持
し
つ
つ
、

不
法
に
流
通
す
る
も
の
に
対
し
て
、
罰
金
を
徴
収
す
る
が
、
そ
れ
は
財
政
収
入

一

一

の
増
加
の
み
を
意
図
す
る
も
の
で
は
無
い
と
強
調
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
直
隷
総
督
李
鴻
章
は
、
左
宗
棠
の
主
張
に
対
す
る
見
解
を
述

べ
た
上
奏
の
中
で
、
当
時
の
天
津
に
お
け
る
土
薬
の
状
況
を
報
告
し
て
い

る
(
~
天
津
に
出
回
る
土
薬
の
量
は
多
く
は
な
く
、
従
っ
て
税
厘
の
徴
収
額
も

少
な
く
、
年
に
一
二
百
両
か
ら
三
四
百
両
で
あ
る
と
言
う
。
従
っ
て
既
に
不
法

に
流
通
し
て
い
る
土
薬
に
対
し
て
、
税
厘
を
徴
収
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。

天
津
に
流
通
す
る
土
薬
は
、
山
西
産
が
最
高
で
、
毎
百
?
三
四
百
両
の
販
売
価

格
で
あ
り
、
次
い
で
山
東
・
河
南
・
奉
天
産
で
三
百
両
前
後
、
次
に
四
川
産
が

百
余
両
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
価
格
差
に
従
い
課
徴
額
に
差
を
設
け
れ
ば
、
混

乱
・
弊
害
を
も
た
ら
す
の
で
、
産
地
を
問
わ
ず
、
洋
薬
の
内
地
に
お
け
る
税
厘

に
照
ら
し
て
「
減
成
徴
収
」
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
洋
薬

に
対
す
る
税
厘
額
を
百
二
十
両
と
仮
定
し
、
そ
の
三
分
の
一
の
四
十
両
と
す
る

事
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
土
薬
に
は
輸
入
関
税
が
無
く
、
携

帯
・
流
通
が
容
易
で
あ
り
、
課
税
額
が
高
け
れ
ば
脱
税
が
横
行
す
る
事
、
更
に

土
薬
の
毒
性
が
洋
薬
に
比
べ
て
少
な
い
為
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
将
来
収
益
の

減
少
に
よ
り
、
洋
薬
が
輸
入
さ
れ
て
な
く
な
っ
た
時
点
で
、
土
薬
に
対
す
る
課

徴
を
強
化
し
禁
止
に
向
か
わ
せ
る
と
し
て
い
る
。
李
鴻
章
の
場
合
に
、
左
宗
棠

の
言
に
見
ら
れ
る
罰
金
と
し
て
の
意
味
は
無
く
、
当
面
は
そ
の
実
状
を
認
め
、

こ
れ
を
公
認
し
課
徴
の
対
象
と
し
、
禁
止
を
将
来
の
課
題
と
し
て
い
る
。

一
方
両
江
総
督
劉
坤
一
は
、
こ
の
年
七
月
の
上
奏
に
お
い
て
、
土
薬
の
問
題

に
つ
い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

土
薬
に
至
っ
て
は
、
上
海
向
に
洋
薬
に
照
ら
し
減
半
収
税
す
。
然
る
に
川

土
・
台
土
多
く
は
江
漢
関
・
浙
海
関
よ
り
運
来
し
、
再
び
は
完
税
せ
ず
、
祗

だ
能
く
捐
を
収
め
る
の
み
。
そ
の
各
省
よ
り
来
る
所
の
土
煙
は
、
皆
華
人
に

よ
り
零
星
携
帯
し
、
従
り
て
成
箱
成
担
無
く
、
稽
察
頗
る
難
な
り
。
江
南
北

の
各
捐
局
は
章
程
一
な
ら
ず
、
而
し
て
収
数
は
総
て
寥
寥
に
属
す
。
且
つ
こ
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れ
ら
の
土
煙
は
内
地
の
出
産
に
し
て
、
多
く
は
内
地
に
在
っ
て
銷
売
し
、
各

関
を
経
過
す
須
き
無
し
。
又
質
軽
く
帯
す
る
に
易
き
に
因
り
、
続
越
防
ぎ
難

し
。
各
々
出
産
の
地
に
よ
り
洋
薬
に
照
ら
し
、
減
半
徴
収
す
る
に
如
か
ず
。

各
関
に
較
べ
梢
や
稽
徴
に
把
握
有
る
に
似
た
り
。
こ
の
項
の
土
煙
は
洋
商
の

弊
を
作
す
無
く
、
洋
官
の
阻
撓
無
し
。
寛
厳
は
惟
だ
そ
の
操
縦
に
宜
し
き
所
、

以
っ
て
自
主
す
べ
く
、
洋
薬
加
厘
の
事
定
ま
る
を
俟
ち
、
再
び
各
省
に
よ
り

当
地
の
情
形
を
体
察
し
、
斟
酌
議
辨
し
、
以
っ
て
妥
善
を
期
す
べ
し
。
(
6
)

即
ち
、
上
海
に
流
通
す
る
土
薬
に
つ
い
て
、
従
来
洋
薬
の
半
額
を
課
税
す
る
と

し
て
い
た
が
、
多
く
は
四
川
産
・
台
湾
産
が
江
漢
関
・
浙
海
関
を
経
由
し
て
流

通
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
捐
税
を
徴
収
し
て
い
る
が
、
把
握
は
困
難
で

徴
収
額
も
少
な
い
と
い
う
現
状
を
述
べ
、
土
薬
に
対
す
る
課
徴
は
中
国
の
自
主

的
判
断
に
よ
り
、
洋
薬
に
関
す
る
厘
金
増
額
が
協
定
さ
れ
た
後
に
、
各
省
の
事

情
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
基
本
的
に
洋
薬
の
半
額
の
課
徴
を

是
認
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
洋
薬
に
対
す
る
「
税
厘
併
徴
」
問
題
に
関
連
し
て
為
さ
れ
た
、
土
薬

に
対
す
る
課
徴
問
題
に
関
す
る
議
論
は
、
結
局
こ
の
時
点
で
は
実
現
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
一
方
で
罌
粟
栽
培
の
解
禁
に
つ
な
が
る
課
徴
策
に
対
す
る
根
強
い

反
対
論
が
存
在
し
て
お
り
、
公
然
と
罌
粟
栽
培
を
認
め
、
鴉
片
の
生
産
・
流
通
・

販
売
に
対
し
て
課
徴
す
る
事
に
対
す
る
躊
躇
が
有
っ
た
為
と
考
え
ら
れ
る
。
例

え
ば
こ
の
光
緒
七
年
に
山
西
巡
撫
に
就
任
し
た
張
之
洞
は
、
翌
年
六
月
に
「
禁

種
鶯
粟
片
」
を
提
出
し
、
罌
粟
栽
培
を
禁
止
す
べ
き
理
由
を
、
食
糧
生
産
の
減

少
に
よ
る
災
害
時
の
飢
餓
発
生
、
鴉
片
吸
飲
者
の
増
加
に
よ
る
生
産
力
の
減
退
、

洋
薬
流
入
の
一
層
の
増
大
に
つ
な
が
る
等
の
点
を
挙
げ
て
、
禁
止
の
徹
底
を
主

張
し
て
い
る
(
7
)
。
新
村
容
子
は
当
時
の
清
朝
政
府
の
土
薬
に
対
す
る
政
策
に
つ

い
て
、
「
ア
ヘ
ン
生
産
は
穀
物
生
産
を
損
う
と
い
う
『
農
本
主
義
』
的
伝
統
に
立

つ
禁
止
論
の
存
在
に
配
慮
し
つ
つ
、
理
念
と
し
て
の
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
を
保
つ

と
同
時
に
、
『
漏
卮
』
を
塞
ぐ
た
め
に
は
ア
ヘ
ン
生
産
は
必
要
で
あ
る
と
す
る
議

論
に
支
持
さ
れ
つ
つ
、
ア
ヘ
ン
生
産
を
事
実
上
容
認
し
た
」
と
結
論
付
け
た
(
s
)
。

土
薬
禁
止
の
政
策
は
洋
薬
の
「
税
厘
併
徴
」
方
式
の
確
立
の
際
に
、
以
上
の
議

論
に
見
ら
れ
る
様
に
、
大
き
な
動
揺
を
示
し
た
が
、
原
則
禁
止
、
事
実
上
容
認

と
い
う
極
め
て
曖
昧
な
形
で
決
着
を
つ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
大
清
実
録
」

に
は
、
光
緒
十
二
年
四
月
に
、
山
西
巡
撫
剛
毅
の
罌
粟
へ
の
課
税
を
要
請
す
る

上
奏
を
掲
載
し
て
い
る
。
即
ち
。

擬
す
ら
く
は
、
栽
種
の
州
県
に
お
い
て
、
揚
花
の
時
に
お
い
て
、
種
え
る

所
の
地
畝
を
査
明
し
、
成
熟
百
斤
な
れ
ば
、
税
銀
二
十
二
両
を
抽
し
、
仍
お

落
地
行
銷
の
処
所
に
お
い
て
、
外
来
土
薬
章
程
に
照
ら
し
、
再
び
厘
銀
二
十

二
両
を
抽
す
。
試
辨
す
る
こ
と
一
年
、
酌
量
し
て
逓
加
す
と
。
所
司
に
下
し

て
議
せ
し
む
。
~
)

と
述
べ
、
山
西
に
お
い
て
罌
粟
の
開
花
時
に
栽
培
面
積
を
調
査
し
、
収
穫
さ
れ

た
鴉
片
に
つ
い
て
、
百
斤
当
た
り
税
二
十
二
両
を
徴
収
し
、
流
通
・
販
売
の
時

点
で
厘
金
二
十
二
両
を
徴
収
す
る
事
、
一
年
試
行
の
後
、
増
額
す
る
事
を
要
請

し
、
戸
部
で
検
討
す
る
事
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
既
に
「
外
来
土
薬
章
程
」
な

る
規
定
が
存
在
し
て
い
た
様
で
あ
り
、
こ
の
要
請
が
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
か
、

詳
細
は
現
在
の
所
明
ら
か
で
無
い
。

三

土
薬
合
法
化
の
上
諭

光
緒
十
年
の
清
仏
戦
争
や
、
そ
れ
に
対
応
し
て
建
設
が
急
が
れ
た
海
軍
創
設

の
為
に
、
多
額
の
資
金
を
必
要
と
し
た
清
朝
政
府
は
、
「
開
灌
節
流
二
十
四
条
」

等
に
よ
る
調
達
を
行
う
と
い
う
状
況
に
在
っ
た
(
彫
こ
う
し
た
資
金
調
達
策
の

一
環
と
し
て
、
前
述
の
洋
薬
に
対
す
る
「
税
厘
併
徴
」
政
策
が
実
施
に
移
さ
れ

る
と
共
に
、
土
薬
に
対
す
る
公
認
と
課
徴
の
実
施
が
指
示
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。

光
緒
十
六
年
(
一
八
九
〇
)
四
月
十
五
日
、
総
理
衛
門
・
戸
部
の
上
奏
を
承

一

一

一
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け
て
、
上
諭
が
下
さ
れ
た
(
1
1
。
そ
こ
で
は
冒
頭
に
、
「
内
地
土
薬
の
栽
種
す
る
は
、

中
国
出
産
の
大
宗
為
り
」
と
述
べ
、
国
内
の
土
薬
生
産
が
中
国
の
主
要
な
産
物

と
な
っ
て
い
る
と
言
明
し
、
従
来
こ
れ
に
対
す
る
課
税
を
検
討
し
た
が
、
問
題

が
多
い
と
し
て
見
送
ら
れ
て
来
た
事
、
現
実
に
各
省
で
は
生
産
が
為
さ
れ
、
そ

れ
に
対
す
る
課
税
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
官
吏
隠
匿
し
て
已
に
入

れ
」
、
国
庫
に
寄
与
す
る
事
が
無
い
と
い
う
状
況
を
指
摘
し
。

若
し
時
に
及
ん
で
整
頓
せ
ざ
れ
ば
、
洋
薬
の
併
徴
辨
法
に
お
い
て
、
大
い

に
関
礙
有
り
、
税
数
必
ず
日
に
?
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、
何
を
以
っ
て
載
実
を

昭
か
に
し
、
饌
源
を
裕
か
に
せ
ん
や
。

と
述
べ
、
こ
う
し
た
状
況
の
放
置
は
、
洋
薬
に
対
す
る
「
税
厘
併
徴
」
政
策
の

実
施
に
も
障
害
を
も
た
ら
す
と
す
る
。
そ
こ
で
各
省
将
軍
・
督
撫
に
命
じ
て
、

管
内
の
土
薬
生
産
・
流
通
・
販
売
の
実
状
と
、
こ
れ
に
対
す
る
従
前
の
課
徴
の

実
態
の
調
査
を
行
い
、
今
後
の
課
徴
方
法
の
立
案
・
報
告
を
指
示
し
た
。
調
査

の
正
確
を
期
す
る
為
に
。

そ
の
従
前
匿
報
せ
る
員
は
、
咎
の
得
べ
き
有
る
も
、
朝
廷
姑
く
寛
典
に
従

い
、
既
往
を
追
は
ず
、
著
し
て
一
併
に
そ
の
参
処
を
免
ず
。

と
し
て
、
既
往
の
隠
匿
等
の
罪
の
免
除
を
伝
え
て
い
る
。
更
に
こ
の
上
諭
に
は
、

海
関
総
税
務
司
R
o
b
e
r
t

H
a
r
t
の
調
査
に
な
る
各
省
の
土
薬
の
生
産
・
流
通
・

課
徴
の
数
目
が
参
考
資
料
と
し
て
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
ハ
ー
ト
の
調
査
内
容
が

如
何
な
る
も
の
か
、
彼
は
何
を
主
張
し
た
の
か
、
今
は
不
明
で
あ
り
、
後
考
を

待
ち
た
い
。

か
く
し
て
発
布
さ
れ
た
上
諭
に
対
し
て
、
各
省
が
ど
の
様
に
調
査
・
覆
奏
し

た
の
か
、
現
在
知
り
得
る
省
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
を
進
め
る
。
但
し
当
時
の

有
力
な
土
薬
の
生
産
地
で
あ
っ
た
江
蘇
の
徐
州
府
下
と
四
川
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
別
稿
で
詳
述
す
る
事
(
1
2
)
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
広
西
・
陝
西
・
湖
北
・
直

隷
の
状
況
を
中
心
に
見
る
事
と
す
る
。

四

四

各
省
の
実
状
と
対
応

二
)

広

西

省

広
西
巡
撫
馬
丕
瑤
は
、
こ
の
年
七
月
十
六
日
に
最
初
の
覆
奏
を
提
出
し
て
い

る
(
1
3
)
。
先
ず
土
薬
の
生
産
に
つ
い
て
は
、
「
広
西
既
に
土
薬
を
出
産
せ
ず
」
と
記

し
、
罌
粟
栽
培
は
為
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
栽
培
農
民
に
対
す
る
「
就
地
徴

収
」
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
で
は
他
省
の
土
薬
の
移
入
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

近
年
川
貴
の
土
薬
、
来
る
者
日
に
そ
の
少
な
き
を
見
、
雲
南
の
土
薬
は
亦

多
く
蒙
自
の
一
路
よ
り
銷
販
す
。
毎
年
雲
南
よ
り
来
る
者
を
計
る
に
、
多
け

れ
ば
則
ち
七
八
百
担
、
少
な
け
れ
ば
則
ち
三
四
百
担
に
し
て
、
川
貴
よ
り
来

る
者
は
多
け
れ
ば
三
四
百
担
、
少
な
け
れ
ば
則
ち
一
二
百
担
な
り
。

即
ち
雲
南
産
が
最
も
多
く
流
入
し
、
四
川
・
貴
州
産
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
。

こ
れ
に
対
す
る
課
徴
は
、
従
来
百
貨
厘
金
の
一
種
と
し
て
為
さ
れ
、
そ
の
額
も

画
一
で
は
無
か
っ
た
が
、
光
緒
七
年
に
前
述
の
左
宗
棠
の
洋
薬
に
税
厘
合
計
百

五
十
両
徴
収
の
案
に
よ
る
上
諭
に
基
づ
き
、
当
時
の
巡
撫
慶
裕
が
、
土
薬
に
つ

い
て
は
そ
の
八
割
を
徴
収
す
る
事
と
し
、
四
十
両
を
税
、
八
十
両
を
厘
金
と
し
、

合
計
百
二
十
両
の
徴
収
を
図
っ
た
と
い
う
。
し
か
し

広
西
の
隻
販
は
毎
に
百
貨
を
以
っ
て
互
貿
す
。
税
厘
?
か
に
重
く
、
風
を

聞
き
て
観
望
し
、
試
辨
数
月
、
種
種
窒
滞
し
、
特
に
土
薬
税
厘
収
無
き
の
み

な
ら
ず
、
百
貨
厘
金
に
お
い
て
も
亦
関
礙
有
り
、
旋
い
で
議
し
て
土
薬
税
厘

は
毎
百
?
改
め
て
銀
十
両
を
収
め
、
歴
年
款
を
分
け
て
列
報
し
て
在
案
せ
り
。

と
あ
る
様
に
、
余
り
の
高
額
の
為
に
流
通
が
滞
り
、
一
般
物
資
の
流
通
に
も
影

響
し
た
為
、
僅
か
数
月
で
十
両
に
大
幅
に
減
額
し
た
と
言
う
。
そ
し
て

過
境
の
土
薬
に
抽
収
す
る
に
在
っ
て
は
、
厳
し
く
走
漏
を
査
し
、
私
収
を

禁
絶
し
、
私
販
の
弊
は
経
に
歴
任
撫
臣
随
時
釐
剔
し
、
法
を
設
け
勾
稽
し
、
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已
に
歎
隠
少
な
し
。
臣
到
任
の
後
、
司
道
を
督
同
し
密
か
に
察
訪
を
加
え
、

各
局
圭
の
官
吏
巡
役
、
層
層
倍
制
し
、
実
徴
実
報
し
、
尚
お
隠
匿
し
て
已
に

入
れ
、
包
庇
分
肥
す
る
の
各
情
事
無
し
。

と
、
徴
収
に
当
た
る
官
吏
等
の
不
正
の
存
在
を
否
定
し
、
全
額
を
送
金
し
て
お

り
、
そ
の
額
は
、

顧
み
る
に
光
緒
八
年
よ
り
起
こ
り
、
毎
年
収
め
る
所
の
厘
金
は
、
専
款
報

部
し
、
多
き
は
八
九
千
両
、
少
な
き
も
或
い
は
五
六
千
両
な
り
。

と
、
そ
の
実
績
を
報
告
し
て
い
る
。

次
に
今
後
の
徴
収
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ト
の
参
考
資
料
の
「
沿
途
徴

収
の
各
数
」
を
参
考
に
し
て
述
べ
て
い
る
。

広
州
税
務
司
の
詳
報
に
拠
る
に
、
四
川
土
薬
は
毎
百
?
銀
十
二
両
を
徴
収

す
と
。
茲
に
比
照
辨
理
す
る
を
擬
し
、
嗣
後
広
西
は
土
薬
百
?
毎
に
、
共
に

過
境
税
厘
銀
十
二
両
を
収
め
、
四
両
を
以
っ
て
税
と
作
し
、
八
両
を
以
っ
て

厘
と
作
し
、
分
別
し
て
列
報
し
、
人
境
の
首
姑
に
よ
り
抽
収
の
後
、
印
花
を

黏
貼
し
、
そ
の
往
く
所
に
随
う
。
如
し
他
局
査
し
て
印
花
無
け
れ
ば
、
即
ち

加
倍
徴
収
す
。

と
あ
り
、
従
前
の
十
両
を
十
二
両
に
増
額
し
、
納
入
済
み
の
印
花
を
貼
付
す
る

事
と
し
、
最
後
に
真
剣
な
取
締
に
よ
る
脱
税
の
防
止
に
努
め
る
事
を
誓
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
戸
都
・
総
理
街
門
は
、
こ
れ
を
妥
当
と
し
て
了
承
し
て
い

広
西
巡
撫
馬
丕
徭
は
翌
年
八
月
に
、
戸
部
の
「
庫
款
支
?
、
酌
擬
籌
餉
辨
法
」

の
上
奏
に
基
づ
く
、
「
外
辨
四
条
」
の
検
討
が
指
示
さ
れ
、
そ
の
中
の
土
薬
税
厘

に
関
し
て
、
(
徐
州
土
薬
章
程
」
1
5
)
に
よ
り
、
徴
収
し
た
土
薬
厘
金
の
内
よ
り
、

一
割
を
控
除
し
徴
収
の
経
費
に
充
て
る
事
を
認
め
る
件
に
つ
い
て
、
広
西
の
対

応
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
答
え
、
広
西
の
場
合
、
従
来
よ
り
税
厘
一
両
を
徴

収
す
る
毎
に
外
捐
公
費
銀
八
分
を
徴
収
し
経
費
に
充
て
て
お
り
、
こ
れ
を
継
続

す
る
旨
の
覆
奏
を
行
っ
て
い
る
(
1
6
)
。

三
)

陝

西

省

陝
西
省
か
ら
は
光
緒
十
六
年
九
月
十
六
日
に
、
陝
西
巡
撫
鹿
伝
霖
に
よ
り
覆

奏
が
為
さ
れ
て
い
る
(
1
7
)
。
こ
の
地
域
で
の
罌
粟
栽
培
に
つ
い
て
、

第
だ
該
省
の
土
薬
の
出
産
は
、
本
よ
り
多
く
無
き
に
属
し
、
加
え
る
に
歴

任
の
前
督
撫
臣
及
び
臣
は
先
後
厳
禁
し
、
種
植
尤
も
希
な
り
。
現
に
復
た
委

貝
地
方
官
を
会
同
し
、
詳
細
査
明
す
る
に
、
南
北
二
山
及
び
高
光
の
区
、
種

え
る
者
は
絶
少
な
り
。
惟
だ
渭
河
に
浜
臨
す
る
一
帯
は
、
民
間
嗜
食
す
る
者

較
や
多
く
、
偸
種
自
食
し
、
そ
の
余
を
以
っ
て
こ
れ
を
悟
り
、
商
販
他
処
に

運
売
す
る
を
免
れ
ざ
る
な
り
。

と
記
し
、
渭
水
一
帯
で
栽
培
が
為
さ
れ
、
自
家
消
費
の
余
剰
分
か
商
人
に
よ
り

他
の
地
方
に
販
売
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
に
対
す
る
従
来
の
対
応
は
、

陝
省
の
土
薬
税
厘
は
、
向
に
各
厘
十
に
よ
り
、
章
に
按
じ
て
抽
収
す
。
近

年
随
時
整
頓
厳
査
し
、
毎
歳
約
そ
銀
二
万
両
左
右
を
収
め
、
歴
経
造
報
し
て

案
に
有
り
。
私
収
匿
報
を
査
す
る
に
、
尚
お
こ
の
弊
無
し
。

と
述
べ
、
流
通
す
る
土
薬
に
対
し
て
、
通
過
す
る
厘
十
に
お
い
て
、
章
程
に
照

ら
し
厘
金
を
徴
収
し
、
年
間
約
二
万
両
前
後
を
徴
収
し
て
い
る
と
し
、
栽
培
農

民
に
対
す
る
課
徴
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
今
回
の
上
諭
に
対
す
る

対
応
と
し
て
、
「
就
地
徴
収
」
は
「
査
験
」
に
容
易
で
あ
る
と
し
、

今
擬
す
ら
く
は
、
種
煙
の
地
畝
は
、
正
賦
差
徭
は
旧
に
照
ら
し
完
納
せ
し

む
を
除
く
外
、
川
原
平
地
は
毎
畝
煙
税
銀
一
銭
を
加
収
し
、
山
塊
の
地
は
毎

畝
税
銀
六
分
を
加
え
、
種
え
る
を
願
は
ざ
る
者
は
徴
せ
ず
、
悉
く
そ
の
便
を

聴
す
。
若
し
運
悟
し
て
他
出
す
れ
ば
、
則
ち
貨
は
商
販
に
帰
し
、
再
び
厘
十

に
よ
り
仍
お
章
に
按
じ
て
抽
収
し
、
並
に
走
漏
私
収
を
厳
禁
し
、
以
っ
て
周

密
に
し
て
公
款
に
益
す
る
を
期
す
。

と
あ
る
様
に
、
正
規
の
地
丁
税
の
外
に
、
罌
粟
栽
培
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
平

五
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地
に
つ
い
て
は
毎
畝
銀
一
銭
、
山
地
に
つ
い
て
は
毎
畝
六
分
を
徴
収
し
、
そ
の

土
薬
が
商
人
の
手
に
渡
り
流
通
す
る
時
に
、
各
厘
十
に
お
い
て
定
章
の
厘
金
を

徴
収
す
る
事
と
し
て
い
る
。
こ
の
栽
培
面
積
に
応
じ
て
徴
収
す
る
事
に
つ
い
て
、

先
に
調
査
に
容
易
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
共
に
、

か
く
の
如
く
畝
に
按
じ
て
稽
徴
す
れ
ば
、
収
数
或
い
は
梢
や
多
か
る
可
く
、

並
に
以
っ
て
朝
延
の
徴
を
以
っ
て
禁
と
為
し
、
崇
本
抑
末
の
意
を
仰
体
す
。

特
だ
恐
ら
く
は
小
民
利
を
貪
り
、
相
率
い
て
広
種
し
、
転
じ
て
嘉
禾
を
不
務

に
置
き
、
民
食
に
大
い
に
妨
礙
有
ら
ん
。
仍
お
宜
し
く
示
す
に
限
制
を
以
っ

て
し
、
擬
す
ら
く
は
地
十
成
有
れ
ば
、
種
煙
は
二
成
を
過
ぎ
る
を
得
ざ
ら
し

め
、
限
を
逾
え
る
者
有
れ
ば
、
仍
お
翻
犁
し
て
雑
糧
に
改
鞋
せ
し
む
れ
ば
、

土
薬
を
整
頓
す
る
中
に
、
仍
お
民
食
に
慎
重
な
る
道
を
失
は
ざ
ら
ん
。

と
述
べ
、
徴
収
額
の
増
額
が
望
め
る
が
、
栽
培
の
拡
大
の
懸
念
が
有
る
と
し
、

所
有
地
の
二
割
に
制
限
し
、
こ
れ
を
越
え
た
土
地
は
雑
穀
に
改
め
さ
せ
る
と
し

て
い
る
。
果
た
し
て
罌
粟
栽
培
面
積
の
調
査
把
握
が
、
鹿
伝
霖
の
言
う
様
に
容

易
な
事
か
、
特
に
農
民
の
所
有
地
の
二
割
に
制
限
す
る
と
い
う
方
法
は
、
一
層

そ
の
事
務
を
繁
雑
に
し
、
確
実
な
実
施
が
危
ぶ
ま
れ
る
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た

栽
培
面
積
に
よ
る
農
民
よ
り
の
徴
収
方
法
を
採
用
す
る
省
は
、
こ
の
外
に
福
建

省
が
有
り
、
こ
こ
で
は
平
地
・
山
地
を
問
わ
ず
、
毎
畝
銀
三
銭
八
分
五
厘
と
し
、

陝
西
に
比
べ
て
遥
か
に
高
額
を
課
し
て
い
る
(
1
8
)
。

こ
の
方
法
に
対
す
る
戸
部
等
の
見
解
は
、
福
建
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
も
同
文

で
あ
る
が
、

現
に
試
辨
一
年
を
擬
し
、
如
し
果
た
し
て
煩
擾
し
て
民
を
病
め
ば
、
即
ち

に
奏
明
し
男
に
辨
法
を
籌
れ
。
(
1
9
)

と
記
し
て
懸
念
を
示
し
、
一
年
の
試
行
の
結
果
を
見
て
、
或
い
は
変
更
も
考
え

る
様
に
指
示
し
て
い
る
。

更
に
移
入
の
土
薬
に
対
す
る
課
徴
に
つ
い
て
、
戸
部
等
の
見
解
は
、

」_

/ゝ

又
原
擬
の
貨
は
商
販
に
帰
す
れ
ば
、
再
び
章
に
按
じ
て
抽
収
す
は
、
そ
の

章
の
若
何
、
未
だ
経
に
明
叙
せ
ず
。
応
に
奏
到
る
を
挨
っ
て
再
び
核
せ
ん
。

そ
れ
販
運
し
て
陝
に
至
る
者
は
、
毎
百
斤
?
省
の
辨
法
に
照
ら
し
、
銀
三
十

五
両
を
征
し
、
本
産
販
運
し
て
他
省
に
至
れ
ば
、
到
る
所
の
省
分
の
章
程
に

照
ら
し
、
収
税
す
る
こ
と
一
次
に
し
て
、
再
び
は
重
征
せ
ざ
る
な
り
。
(
2
0
)

と
あ
り
、
移
入
土
薬
に
対
す
る
厘
金
の
徴
収
額
は
、
福
建
の
事
例
に
倣
い
、
毎

百
斤
三
十
五
両
と
し
、
移
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
省
の
章
程
に
従
っ
て
納
入
し
、

二
重
徴
収
は
行
わ
な
い
様
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
鹿
伝
霖
は
光
緒
十
七
年
九
月
十
日
の
厘
税
局
・
司
道
等

の
報
告
に
よ
る
上
奏
(
2
1
)
で
、
一
年
の
試
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
農
民
よ
り
の
「
就

地
按
畝
徴
収
」
は
、
徴
収
額
が
少
な
い
為
、
農
民
は
安
心
し
て
交
納
し
て
お
り
、

何
の
擾
累
も
無
い
と
報
告
す
る
と
共
に
、
移
出
土
薬
に
対
す
る
厘
金
に
つ
い
て
、

そ
の
商
販
の
厘
金
を
徴
収
す
る
は
、
陝
省
向
に
定
章
に
照
ら
し
、
毎
百
?

厘
銀
三
十
両
を
収
め
、
如
し
行
商
販
運
し
て
出
境
す
れ
ば
、
再
び
捐
輸
銀
二

十
両
を
収
む
。
現
に
仍
お
旧
に
照
ら
し
辨
理
す
。

と
述
べ
、
農
民
よ
り
土
薬
を
購
入
す
る
商
人
よ
り
厘
金
と
し
て
、
毎
百
?
三
十

両
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
他
省
に
移
出
す
る
場
合
は
、
更
に
「
捐
輸
」
と
し
て
銀

二
十
両
を
徴
収
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
所
が
新
た
な
規
定
で
は
、
先
の

戸
部
等
の
見
解
に
有
る
様
に
、
移
出
土
薬
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
側
の
省
の

章
程
に
よ
り
納
入
す
る
事
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
鹿
伝
霖
は
、

惟
だ
新
章
は
外
省
に
行
銷
す
れ
ば
、
再
び
到
る
所
の
各
省
章
程
を
按
じ
、

銀
三
四
十
両
不
等
を
完
す
。
陝
西
土
薬
は
質
低
く
価
廉
に
し
て
、
成
本
は
川

土
と
相
埓
し
。
完
す
べ
き
厘
税
数
目
を
通
計
し
、
こ
れ
を
現
に
議
す
る
川
土

の
鄂
省
に
行
銷
す
る
に
、
毎
百
?
三
次
に
て
銀
六
十
両
を
完
し
、
及
び
直
隷
・

山
東
等
省
の
土
薬
は
、
毎
百
?
三
次
に
て
厘
税
銀
六
十
両
を
交
足
し
、
即
ち

重
抽
せ
ざ
る
の
部
章
に
較
ぶ
れ
ば
、
均
し
く
増
多
に
属
す
。
且
つ
捐
輸
の
I
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項
は
、
各
省
倶
に
未
だ
挙
辨
せ
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
四
川
土
薬
の
湖
北
へ
の
移
出
に
は
、
三
回
に
わ
た
っ
て
合
計

六
十
四
両
を
徴
収
し
、
直
隷
・
山
東
の
そ
れ
も
他
省
に
移
出
す
る
際
に
、
六
十

両
を
徴
収
す
る
と
い
う
部
章
と
比
較
す
れ
ば
、
陝
西
の
土
薬
は
質
的
に
劣
っ
て

お
り
、
元
手
は
四
川
と
同
じ
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
本
省
で
の
三
十
両
及
び
捐

輸
銀
二
十
両
に
加
え
、
移
出
先
の
省
で
三
四
十
両
余
の
徴
収
が
為
さ
れ
れ
ば
、

当
然
陝
西
土
薬
は
販
路
を
失
い
、
商
人
も
脱
税
或
い
は
購
入
を
回
避
す
る
事
と

な
る
と
し
て
。

宜
し
く
量
り
て
捐
輸
を
将
っ
て
做
減
し
、
以
っ
て
抽
収
過
重
に
し
て
、
転

じ
て
奸
商
の
偸
漏
を
啓
く
を
免
れ
る
べ
し
。

と
述
べ
て
、
捐
輸
を
廃
止
す
る
と
し
、
陝
西
に
移
入
す
る
他
省
の
土
薬
に
対
す

る
処
置
に
つ
い
て
は
、
戸
部
等
の
見
解
に
あ
る
三
十
五
両
に
従
う
と
し
て
い
る
。

陝
西
に
お
け
る
他
省
の
土
薬
の
移
入
に
つ
い
て
見
る
と
、
境
界
を
接
す
る
湖

北
・
河
南
・
山
西
・
甘
粛
・
四
川
五
省
の
内
、
湖
北
は
土
薬
を
産
出
せ
ず
、
河

南
・
山
西
産
は
「
東
南
の
繁
庶
の
区
」
に
移
出
さ
れ
、
移
出
が
有
っ
て
も
「
辺

噴
一
帯
」
に
向
か
い
、
陝
西
に
入
る
の
は
極
め
て
「
寥
寥
」
た
る
も
の
で
あ
る

と
言
う
。
四
川
は
産
量
が
多
い
が
、
境
界
を
接
す
る
陝
西
・
新
疆
へ
は
輸
送
が

困
難
な
為
に
、
河
運
に
よ
り
湖
北
へ
向
か
い
、
為
に
陝
西
の
厘
十
で
徴
収
さ
れ

る
四
川
土
薬
に
対
す
る
厘
金
は
、
決
し
て
多
く
は
無
い
と
言
う
。
以
上
の
報
告

か
ら
見
れ
ば
、
陝
西
省
は
基
本
的
に
は
土
薬
の
自
給
自
足
地
域
で
あ
っ
た
と
見

る
事
が
出
来
よ
う
。

陝
西
省
の
場
合
、
光
緒
十
七
年
分
の
土
薬
厘
金
の
徴
収
実
績
を
示
す
史
料
が

有
る
の
で
紹
介
す
る
。

即
ち
、
巡
撫
鹿
伝
霖
の
光
緒
十
八
年
六
月
五
日
付
の
上
奏
に
拠
れ
ば
。

収
め
る
所
の
百
貨
厘
金
は
、
前
に
較
べ
略
減
を
形
し
、
実
に
来
源
稀
少
。

銷
路
滞
塞
に
因
る
と
雖
も
、
而
し
て
土
薬
厘
金
は
前
に
比
べ
略
ぼ
加
増
を
見

る
。
百
貨
土
薬
両
項
を
合
計
す
る
に
、
収
め
る
所
の
厘
金
は
、
無
閏
の
年
に

較
べ
、
盈
有
る
も
?
無
し
。
(
2
2
)

と
記
し
、
土
薬
厘
金
の
増
収
を
伝
え
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
、
四
川
土
薬
が

陝
西
に
移
入
す
る
際
に
、
必
ず
経
由
す
る
紫
陽
県
の
任
河
地
方
に
厘
十
を
設
置

し
、
厘
金
徴
収
を
行
い
、
そ
の
結
果
土
薬
厘
金
は
五
万
二
千
三
百
九
十
三
両
1

で
あ
り
、
前
年
よ
り
一
万
三
千
百
四
十
両
零
の
増
収
と
な
っ
た
と
し
、
又
土
薬

捐
輸
銀
六
千
百
四
両
の
収
入
を
記
載
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
土
薬
捐
輸
は
廃
止

さ
れ
ず
に
継
続
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
税
収
の
内
、
部

議
に
照
ら
し
「
留
外
辨
公
並
に
局
十
経
費
」
と
し
て
、
一
割
五
分
を
控
除
し
、

余
は
布
政
使
庫
に
送
ら
れ
保
管
し
、
「
縦
需
」
に
備
え
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。

(
三
)

湖

北

省

湖
北
省
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
光
緒
十
六
年
八
月
二
十
四
日
に
、
湖
広
総
督

張
之
洞
が
報
告
し
て
い
る
(
2
3
)
。
彼
は
先
ず
湖
北
に
お
け
る
土
薬
に
対
す
る
厘
金

徴
収
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
咸
豊
九
年
(
一
八
五
九
)
に
戸
部

の
奏
案
に
照
ら
し
厘
金
を
税
と
改
め
、
宜
昌
の
平
善
?
二
襄
陽
の
老
河
口
・
荊

州
の
沙
市
に
局
を
設
置
し
、
洋
薬
の
科
刑
に
照
ら
し
、
毎
百
斤
税
銀
三
十
両
を

徴
収
し
た
が
、
後
に
老
河
口
分
局
を
樊
城
に
移
し
た
。
土
薬
税
の
納
入
後
は
、

省
内
で
は
納
税
証
明
書
で
あ
る
票
を
所
持
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
流
通
が
許

さ
れ
る
が
、
販
売
の
際
に
落
地
歴
金
と
し
て
毎
両
銭
九
文
を
徴
収
す
る
と
い
う

事
で
あ
っ
た
。

湖
北
は
前
述
の
如
く
土
薬
の
産
出
地
区
で
は
無
か
っ
た
が
、
近
年
宜
昌
・
施

南
・
?
陽
等
府
の
山
間
で
、
間
々
栽
培
が
為
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
量

的
に
は
多
く
無
い
と
伝
え
、
一
定
の
生
産
が
為
さ
れ
て
い
た
事
が
解
る
。

湖
北
に
移
入
さ
れ
る
土
薬
は
四
川
産
が
主
要
で
あ
り
、
雲
南
・
貴
州
・
陝
西
・

甘
粛
の
土
薬
も
移
入
さ
れ
、
漢
口
・
沙
市
等
に
集
ま
る
が
、
そ
の
前
の
段
階
で

平
善
?
・
沙
市
・
樊
城
で
徴
税
が
為
さ
れ
る
。
宜
昌
二

七

-
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局
に
お
い
て
同
様
に
納
税
し
、
盛
ん
な
年
に
は
七
八
万
両
の
徴
収
が
為
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
漸
減
し
て
三
四
万
両
に
な
っ
た
と
言
う
。
又
光
緒
十
三
年
に
巴
東

県
の
野
三
関
に
局
を
設
置
し
て
徴
税
を
開
始
し
、
沙
市
は
補
助
的
徴
収
機
関
に

改
め
た
事
に
よ
り
、
や
や
徴
収
額
を
回
復
し
、
十
五
年
に
は
七
万
金
両
を
徴
収

し
た
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
が
従
前
の
湖
北
に
お
け
る
土
薬
の
流
通
状
況
と
課

徴
の
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
光
緒
十
六
年
の
解
禁
前
に
お
い
て
、
四
川
土
薬

を
中
心
に
、
多
い
年
で
二
十
三
万
か
ら
二
十
六
万
余
斤
の
土
薬
が
流
通
し
て
い

た
事
が
知
ら
れ
る
。

光
緒
十
三
年
の
改
善
前
の
税
収
減
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
は
「
私
収
入
己
の

情
弊
」
に
有
る
の
で
は
な
く
、

皆
こ
の
項
の
土
薬
の
商
販
は
、
多
く
「
つ
悍
不
逞
の
徒
に
係
り
、
挑
夫
百
十

羣
を
為
し
、
専
ら
挟
制
闖
越
を
以
っ
て
事
と
為
す
に
よ
る
。
而
し
て
山
径
紛

岐
し
、
防
ぐ
も
防
ぐ
に
勝
え
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
、
鴉
片
商
人
集
団
に
よ
る
暴
力
的
税
脱
行
為
の
為
で
あ
る
と
言
う
。
こ

の
脱
税
取
締
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

各
局
十
は
多
く
は
荒
僻
の
区
に
設
け
、
止
だ
巡
丁
二
一
百
人
有
る
の
み
。

自
ず
か
ら
力
を
揣
る
に
敵
せ
ざ
る
有
り
。
そ
の
肯
え
て
該
十
従
り
経
過
す
る

者
は
、
そ
の
抗
拒
し
生
事
す
る
を
恐
れ
、
含
糊
に
忍
譲
し
減
折
せ
ざ
る
を
得

ず
、
抽
収
愈
よ
趨
り
愈
よ
下
る
。
そ
の
山
筈
岐
路
を
続
越
す
る
者
は
、
亦
敢

え
て
認
真
査
緝
せ
ず
、
以
っ
て
銷
日
に
多
く
し
て
、
税
日
に
少
な
き
を
致
す
。

薬
税
の
愈
よ
?
な
る
は
、
実
に
こ
れ
に
由
る
。

即
ち
、
局
十
を
通
過
す
る
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
勢
力
に
圧
倒
さ
れ
、
税
額
を

割
り
引
い
て
通
過
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
又
間
道
を
通
行
し
脱
税
を
図
る
者
へ

の
取
締
も
真
剣
に
為
さ
れ
な
い
為
に
、
徴
収
額
の
日
々
の
減
少
を
招
い
た
と
述

べ
て
い
る
。

か
か
る
状
況
に
対
し
て
、
張
之
洞
が
光
緒
十
五
年
七
月
に
湖
広
総
督
に
着
任

八

の
後
、
巡
撫
奎
斌
と
共
に
整
頓
に
乗
り
出
し
た
時
に
、
中
央
か
ら
土
薬
へ
の
正

式
の
課
税
の
上
諭
が
発
布
さ
れ
た
為
、
こ
れ
を
期
に
積
弊
を
一
掃
し
た
い
と
し

て
い
る
。

先
ず
上
諭
に
付
随
し
て
示
さ
れ
た
ロ
バ
ー
ト
ー
ハ
ー
ト
の
主
張
と
し
て
の
、

土
薬
に
対
し
て
百
斤
に
つ
き
、
洋
薬
税
厘
に
照
ら
し
百
十
両
を
徴
収
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
議
論
に
対
し
て
、
張
之
洞
も
土
薬
が
洋
薬
に
比
べ
て
品
質
が
劣
る

事
、
洋
薬
は
入
港
の
海
関
で
一
度
だ
け
税
厘
を
納
入
す
る
が
、
土
薬
は
販
路
が

遠
く
、
流
通
の
時
点
で
厘
税
が
加
わ
る
為
、
そ
の
課
徴
額
が
高
け
れ
ば
、
取
引

が
停
滞
し
、
脱
税
が
巧
妙
に
な
り
、
増
税
も
有
名
無
実
に
な
る
恐
れ
が
有
り
、

利
権
回
収
に
は
つ
な
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
反
対
の
意
志
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
今
回
の
中
央
か
ら
の
指
示
に
つ
い
て
、
司
道
・
牙
厘
局
に
命
じ
て
詳

細
に
検
討
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
に
拠
れ
ば
、
前
述
の
通
り
、
湖
北
の
土
薬
に
対

す
る
税
収
の
減
少
の
原
因
は
、
税
額
が
低
い
為
で
は
な
く
、
脱
税
や
割
引
が
多

い
為
で
あ
る
と
し
、
従
来
の
毎
百
斤
税
銀
三
十
両
は
「
折
衷
至
当
」
の
額
で
あ

り
、
こ
れ
を
更
に
増
額
す
れ
ば
、
商
人
の
営
業
が
困
難
に
な
る
と
し
。

こ
の
時
に
到
り
、
惟
だ
部
章
を
恪
遵
し
、
百
斤
毎
に
十
成
足
数
銀
三
十
両

を
実
収
し
、
耗
銀
四
両
七
銭
を
随
征
す
る
こ
と
有
る
の
み
。
絲
毫
も
減
折
を

准
さ
ず
、
亦
梢
も
浮
収
有
る
を
准
さ
ず
、
実
力
稽
征
し
、
厳
し
く
偸
漏
を
杜

さ
が
ば
、
国
課
・
商
情
に
お
い
て
両
つ
な
が
ら
妨
礙
無
き
に
庶
か
ら
ん
。

と
記
し
、
従
来
か
ら
の
毎
百
斤
三
十
両
の
税
と
、
耗
銀
と
し
て
四
両
七
銭
を
徴

収
し
、
こ
れ
ま
で
の
減
額
や
脱
税
を
許
さ
ず
、
厳
し
く
取
り
締
ま
る
と
し
て
い

次
に
今
後
の
土
薬
に
対
す
る
課
税
の
体
制
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
湖
北

南
路
に
つ
い
て
は
、
移
入
土
薬
の
主
流
を
占
め
る
四
川
土
薬
に
対
し
て
、
宜
昌
・

施
南
一
帯
が
水
陸
の
要
衝
で
あ
り
、
こ
こ
に
文
武
大
貝
を
配
置
し
、
徴
収
・
取

締
を
強
化
す
る
必
要
が
有
る
。
為
に
宜
昌
に
土
薬
専
局
を
設
置
し
、
湖
北
候
補
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道
の
呉
廷
華
を
派
遣
し
て
局
務
を
総
理
さ
せ
る
。
野
三
関
・
平
善
?
と
新
設
の

来
鳳
・
西
関
を
分
?
と
?
る
。
沙
市
は
野
三
関
と
来
鳳
の
税
票
を
検
査
し
、
漏

税
を
追
徴
?
る
分
?
と
?
る
。
各
局
?
で
徴
収
さ
れ
た
税
は
宜
昌
の
専
局
に
集

中
?
る
。
北
路
は
四
川
の
大
寧
、
陝
西
の
漢
中
か
ら
?
陽
府
属
の
竹
山
・
竹
谿
・

房
県
・
保
康
等
の
地
に
輸
送
さ
れ
る
が
、
「
山
径
紛
岐
、
四
通
八
達
」
の
状
況
で

あ
り
、
又
襄
陽
・
樊
城
一
帯
も
同
様
で
あ
り
、
商
人
は
集
団
で
脱
税
を
図
り
、

司
事
や
巡
丁
で
は
弾
圧
不
可
能
で
あ
る
。
営
勇
も
湖
北
の
定
員
は
少
な
く
、
緑

営
は
既
に
削
減
さ
れ
、
残
存
の
部
隊
も
「
習
疲
」
の
状
態
で
、
又
各
々
任
務
が

有
り
、
彼
ら
を
取
締
に
動
員
す
る
事
も
出
来
ず
、
又
成
果
を
期
待
し
難
い
と
言

う
。
し
か
し
署
宜
昌
鎮
総
兵
の
羅
縉
紳
な
る
人
物
は
、
有
能
実
直
で
あ
り
、
久

し
く
宜
昌
の
任
に
在
り
、
四
川
・
湖
北
境
界
地
方
の
状
況
に
詳
し
く
、
軍
民
も

信
服
し
て
い
る
の
で
、
道
具
呉
廷
華
と
共
に
、
こ
の
問
題
を
処
理
さ
せ
る
事
と

し
、
宜
昌
・
施
南
地
方
の
山
中
の
間
道
を
調
査
し
、
又
取
締
の
巡
勇
を
募
集
し
、

分
担
し
て
巡
回
取
締
に
当
た
ら
せ
、
北
路
の
襄
陽
・
樊
城
一
帯
も
同
様
に
人
員

を
派
遣
し
て
調
査
さ
せ
た
結
果
。

南
北
両
路
を
合
計
?
る
に
、
隘
?
は
二
十
余
処
、
延
袤
一
?
七
八
百
里
に

し
て
、
南
路
は
約
そ
緝
私
の
巡
勇
三
百
余
名
を
需
め
、
北
路
は
約
そ
二
百
余

名
を
需
め
、
始
め
て
以
っ
て
弾
圧
・
截
緝
の
用
に
資
?
。
こ
の
項
の
巡
勇
は
。

土
薬
の
私
販
を
杜
緝
す
る
為
に
設
け
る
に
係
り
、
需
め
る
所
の
経
費
は
、
応

に
即
ち
土
薬
税
の
項
下
に
在
っ
て
開
支
し
、
地
に
就
き
て
材
を
取
り
、
以
っ

て
男
に
撥
款
を
行
う
を
免
れ
る
べ
し
。
こ
の
条
は
薬
税
を
整
頓
?
る
の
根
に

係
り
、
断
じ
て
省
く
べ
か
ら
ず
。

と
記
し
、
五
百
余
名
を
配
置
し
て
、
徴
収
と
取
締
に
当
た
ら
せ
、
そ
の
必
要
経

費
は
土
薬
税
内
よ
り
支
出
?
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。

こ
う
し
た
手
配
を
行
っ
た
上
で
、
七
月
十
八
日
に
宜
昌
専
局
は
業
務
を
開
始

し
、
商
人
達
は
今
回
の
措
置
が
「
特
旨
筋
辨
の
件
」
で
あ
り
、
且
つ
文
武
大
貝

を
派
遣
し
、
各
路
の
分
?
に
は
巡
勇
が
配
置
さ
れ
て
い
る
事
を
知
り
、
章
程
を

遵
守
し
納
税
を
行
っ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
更
に
委
員
の
功
過
を
厳
重
に
調
べ

不
正
の
防
止
に
努
力
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

更
に
張
之
洞
は
、
土
薬
に
対
?
る
落
地
厘
金
に
つ
い
て
言
及
し
、

土
薬
の
落
地
厘
金
に
至
っ
て
は
、
数
を
為
?
こ
と
限
り
有
り
、
税
項
と
両

事
に
属
?
る
に
係
り
、
向
来
両
を
按
じ
て
抽
収
す
。
こ
れ
を
行
う
こ
と
既
に

久
し
く
、
毫
も
弊
竇
無
く
、
自
ず
か
ら
旧
に
照
ら
し
辨
理
?
可
し
。

と
記
し
て
、
前
述
の
毎
両
銭
九
文
の
落
地
厘
金
の
徴
収
に
は
、
如
何
な
る
弊
害

も
無
い
の
で
、
従
来
通
り
に
し
徴
収
し
た
い
と
し
て
い
る
。

最
後
に
彼
は
土
薬
の
流
通
範
囲
は
甚
だ
広
範
囲
で
あ
り
、
隣
省
と
の
通
力
合

作
に
よ
り
、
一
層
の
実
効
を
得
ら
れ
る
と
し
て
、
湖
南
、
河
南
、
江
西
・
安
徽

各
省
と
協
調
す
べ
き
旨
を
要
請
し
、
殊
批
は
「
該
街
門
知
道
せ
よ
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

以
上
の
湖
北
省
の
報
告
に
対
す
る
戸
部
・
総
理
街
門
の
見
解
は
、
毎
百
斤
税

銀
三
?
両
、
新
加
耗
銀
四
両
七
銭
、
落
地
厘
金
は
土
薬
一
両
毎
に
銭
九
文
と
い

う
課
徴
額
を
妥
当
と
し
つ
つ
、
土
薬
を
産
出
し
な
い
と
さ
れ
る
熱
河
・
安
徽
・

江
西
・
広
東
・
広
西
を
含
め
た
六
地
域
に
つ
い
て
、

該
六
処
の
擬
?
る
所
の
数
目
は
、
固
よ
り
未
だ
画
一
な
ら
?
。
惟
だ
既
に

声
称
に
拠
る
に
、
各
該
処
素
と
よ
り
出
産
無
く
、
征
?
る
所
の
税
厘
は
、
皆

外
米
の
販
運
に
係
り
、
且
つ
向
章
こ
れ
を
行
う
こ
と
已
に
久
し
き
に
属
?
る

に
係
る
。
応
に
暫
く
擬
?
る
所
の
如
く
、
辨
理
す
る
を
請
う
べ
し
。
励
)

と
記
し
、
そ
の
立
案
通
り
の
実
施
の
裁
可
を
要
請
し
て
い
る
。

(
四
)

直

隷

省

直
隷
総
督
李
鴻
章
は
光
緒
?
六
年
?
二
月
?
七
日
に
覆
奏
を
提
出
し
た
(
大

彼
は
先
ず
「
按
畝
徴
収
」
の
実
施
は
不
便
が
多
い
と
し
、
三
点
の
理
由
を
挙
げ

て
い
る
。
一
は
罌
粟
栽
培
が
一
定
の
土
地
で
恒
常
的
で
為
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、

九
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そ
の
調
査
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
事
、
二
は
生
産
量
も
年
に
よ
り
異
な
り
、
実

地
調
査
を
心
要
と
し
、
そ
の
際
に
官
吏
に
よ
る
不
正
行
為
や
民
の
密
告
の
風
潮

を
醸
し
や
す
い
事
、
三
に
農
民
に
対
し
て
そ
の
生
産
物
へ
課
徴
せ
ず
、
栽
培
の

土
地
に
つ
い
て
課
徴
す
れ
ば
、
農
民
は
加
賦
と
誤
解
し
、
官
も
自
己
の
勤
務
評

定
を
畏
れ
、
実
態
と
異
な
る
課
徴
を
行
い
易
い
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
光
緒

十
二
年
に
蠡
県
・
藁
城
で
「
按
畝
収
捐
」
に
よ
り
「
聚
衆
抗
違
」
事
件
が
起
こ

り
、
山
西
で
も
重
案
を
醸
成
し
た
事
を
挙
げ
て
、
「
こ
の
畝
税
の
一
事
は
、
実
に

窒
礙
行
い
難
き
に
属
す
」
と
反
対
の
意
志
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
自
己
の
見
解
と
し
て
。

今
惟
う
に
地
に
就
き
て
落
地
税
を
徴
収
し
、
過
境
に
及
び
税
厘
を
徴
収
す

る
有
り
。
両
法
は
博
く
衆
論
を
探
り
、
全
局
を
統
籌
す
れ
ば
、
尚
お
行
う
可

き
に
属
す
。

と
述
べ
、
現
地
で
の
落
地
税
と
他
省
に
移
出
さ
れ
る
際
の
税
厘
徴
収
を
行
う
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
土
薬
へ
の
徴
収
は
「
国
家
の
巳
む
を
得
ざ
る
挙
」
で

あ
り
、
「
擾
民
」
し
な
い
事
を
主
と
し
、
税
収
の
多
寡
は
次
位
と
す
べ
く
、
そ
の

為
に
は
軽
税
が
望
ま
し
い
が
、
洋
薬
と
の
関
係
で
。

若
し
洋
薬
よ
り
軽
く
す
れ
ば
、
恐
ら
く
彼
藉
り
て
口
実
と
為
さ
ん
。
則
ち

土
薬
の
税
捐
は
、
又
洋
薬
と
相
等
の
勢
い
と
せ
ざ
る
を
得
ず
。

と
し
、
更
に
ロ
バ
ー
ト
ー
ハ
ー
ト
の
総
理
街
門
へ
の
申
呈
で
、
洋
薬
は
イ
ン
ド

に
お
い
て
毎
百
斤
二
百
五
十
両
を
納
め
、
中
国
に
輸
送
し
て
又
税
厘
百
十
両
を

納
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
言
と
、
中
国
土
薬
に
つ
い
て
も
落
地
税
百
十
両

を
徴
収
し
、
更
に
関
税
厘
捐
百
十
両
、
合
計
二
百
二
十
両
を
徴
収
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
主
張
に
反
論
し
、
洋
薬
に
対
し
て
二
度
課
徴
す
る
の
は
、
外
国
へ
の

輸
出
の
為
で
あ
り
、
土
薬
は
国
産
物
を
国
内
で
流
通
・
販
売
す
る
為
に
、
二
度

の
課
徴
は
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
専
条
」
に
も
違
反
し
な
い
と
し
て
い

一
〇

で
は
ど
の
様
に
課
徴
す
べ
き
か
。
彼
は

惟
だ
査
す
る
に
各
省
の
土
薬
の
価
値
は
、
毎
百
?
一
百
余
両
よ
り
、
三
百

余
両
不
等
に
至
り
、
貨
の
高
下
懸
殊
し
、
価
の
低
昂
各
々
異
な
る
。
若
し
価

の
低
昂
を
論
せ
ず
、
一
例
に
そ
の
?
数
を
按
じ
、
洋
薬
に
比
照
し
収
税
す
れ

ば
、
未
だ
偏
枯
を
免
れ
ず
、
必
ず
估
価
定
税
し
、
方
め
て
公
允
為
る
べ
し
。

と
し
て
、
販
売
価
格
に
よ
る
課
税
を
主
張
し
、
現
在
の
洋
薬
の
価
格
は
毎
百
斤

三
百
八
九
十
両
か
ら
四
百
八
九
十
両
で
あ
る
が
、
折
衷
し
て
四
百
四
五
十
両
と

し
、
税
厘
百
十
両
で
計
算
す
れ
ば
、
百
両
に
つ
き
二
十
四
五
両
の
税
厘
額
と
な

る
為
、
土
薬
は
価
格
百
両
に
つ
き
二
十
四
両
の
税
厘
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
と

述
べ
る
。
洋
薬
は
関
税
・
厘
金
が
有
る
が
、
落
地
税
は
無
い
の
で
、
土
薬
は
落

地
税
八
両
、
関
税
八
両
、
厘
金
八
両
、
合
計
二
十
四
両
と
す
れ
ば
、
洋
薬
と
大

き
な
差
は
無
く
、
異
議
の
出
る
事
も
無
い
と
し
て
い
る
。
彼
の
場
合
、
洋
薬
の

「
税
厘
併
徴
」
問
題
の
交
渉
に
直
接
携
わ
っ
て
い
る
為
に
、
洋
薬
と
の
関
連
を

強
く
意
識
し
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
異
議
が
出
な
い
様
に
腐
心
し
て
い
る
。

直
隷
に
お
け
る
土
薬
の
生
産
に
つ
い
て
、
四
川
・
雲
南
や
東
三
省
と
異
な
り

栽
培
は
少
な
い
が
、
寧
河
・
豊
潤
・
?
州
・
藁
城
・
蠡
県
と
大
名
・
順
徳
府
下

の
州
県
で
間
々
栽
培
さ
れ
、
収
穫
と
共
に
商
人
に
売
却
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に

は
経
紀
が
価
格
を
評
定
し
、
官
は
関
与
せ
ず
、
従
っ
て
「
絶
え
て
官
吏
の
税
捐

を
私
収
し
、
隠
入
匿
己
の
事
無
し
」
と
不
正
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。

徴
収
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
落
地
税
は
、
官
が
「
土
薬
官
牙
」
を
一
名
、
或

い
は
数
名
を
募
集
し
、
土
薬
市
場
を
一
乃
至
数
か
所
設
置
し
、
農
民
と
商
人
の

土
薬
売
買
は
こ
こ
で
行
い
、
官
牙
が
「
過
秤
評
価
」
し
、
価
格
毎
百
両
に
つ
き

八
両
を
落
地
税
と
し
て
買
主
よ
り
徴
収
し
、
「
落
地
税
印
花
」
を
貼
付
す
る
。
官

牙
は
各
種
牙
行
の
例
に
倣
い
、
三
分
の
手
数
料
を
売
主
よ
り
徴
収
し
、
官
牙
の

取
得
と
す
る
。
「
落
地
税
印
花
」
の
貼
付
さ
れ
た
土
薬
は
他
州
県
に
流
通
し
て
も

課
税
さ
れ
な
い
が
、
厘
?
を
通
過
す
る
際
に
価
格
毎
百
両
に
つ
き
八
両
の
厘
捐

-
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を
納
め
、
「
厘
局
印
花
」
を
貼
付
し
、
こ
れ
が
有
れ
ば
、
以
後
他
の
厘
?
で
の
課

徴
は
無
い
。
し
か
し
税
関
を
通
過
す
る
際
に
は
、
更
に
価
格
毎
百
両
に
つ
き
八

両
の
関
税
を
完
納
し
、
「
関
税
印
花
」
を
貼
付
す
る
。
以
後
は
ど
こ
に
流
通
し
て

も
課
徴
は
為
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
実
施
す
る
為
に
、
省
城
に
土
薬
総
局
を
設
置

し
、
委
員
を
配
置
し
て
業
務
に
専
念
さ
せ
、
「
印
花
」
に
使
用
す
る
関
防
を
作
成

し
配
備
す
る
事
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業
務
に
要
す
る
経
費
に
関
し
て

は
、
州
県
は
落
地
税
収
の
一
割
を
控
除
し
、
余
は
総
局
に
送
り
、
総
局
は
そ
の

税
収
の
一
割
を
経
費
と
す
る
と
し
て
い
る
。

最
後
に
試
行
の
当
初
は
、
厘
税
の
徴
収
額
の
予
想
は
困
難
で
あ
る
が
、
各
州

県
で
実
施
し
て
い
る
牲
畜
・
花
布
等
へ
の
課
税
に
比
べ
、
落
地
税
徴
収
は
方
法

も
簡
易
で
あ
り
、
商
民
に
も
便
利
で
あ
る
か
ら
、
真
剣
に
処
理
す
れ
ば
成
果
を

得
る
事
は
出
来
る
と
述
べ
て
、
期
待
の
意
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
李
鴻
章
の
立
案
の
最
大
の
特
徴
は
、
他
省
の
そ
れ
が
土
薬
の
重
量
を

単
位
に
課
徴
す
る
の
に
対
し
て
、
価
格
に
つ
い
て
課
徴
す
る
方
法
を
主
張
し
て

い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
総
理
街
門
・
戸
部
の
見
解
は
(
2
6
)
。

そ
の
章
程
は
誠
に
簡
明
妥
洽
に
属
し
、
価
に
按
じ
て
納
税
す
る
に
し
く
は

無
し
。
則
ち
価
値
の
低
昂
は
、
須
か
ら
く
臨
時
に
估
計
す
べ
く
、
恐
ら
く
は

抑
勒
争
論
の
弊
を
啓
か
ん
。
預
め
折
中
し
て
定
価
を
為
す
に
若
か
ず
。

と
述
べ
て
、
時
価
に
応
じ
て
の
徴
税
は
混
乱
を
招
き
、
税
額
を
固
定
す
べ
き
で

あ
る
と
し
、
土
薬
毎
百
斤
の
価
格
二
百
五
十
両
を
基
準
と
し
、
落
地
税
二
十
両
、

厘
?
で
の
厘
金
二
十
両
、
税
関
で
の
関
税
を
二
十
両
と
明
定
す
れ
ば
、
査
察
の

混
乱
も
無
く
、
計
算
も
容
易
で
あ
り
、
又
四
川
産
土
薬
の
税
厘
額
と
も
符
合
す

る
と
述
べ
、
こ
の
案
で
決
定
す
る
が
、
こ
の
変
更
に
は
李
鴻
章
も
賛
成
し
て
い

る
。
即
ち
彼
が
翌
年
正
月
二
十
七
日
に
総
理
衛
門
に
送
っ
た
書
簡
の
中
で
云
)
、

ハ
ー
ト
の
主
張
す
る
落
地
税
・
厘
金
・
関
税
合
計
二
百
二
十
両
を
課
す
べ
き
と

す
る
考
え
は
、
「
土
薬
を
し
て
洋
薬
を
冒
充
す
る
を
致
さ
ざ
ら
し
」
め
ん
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
洋
薬
・
土
薬
の
一
律
の
増
額
は
、
最
大
の
四
川
土
薬
の
販

路
を
妨
げ
、
四
川
の
民
の
生
計
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
。

土
薬
の
価
は
I
な
ら
?
と
も
雖
も
、
酌
中
価
を
定
め
る
を
妨
げ
ず
、
毎
土

薬
百
斤
、
内
地
税
若
干
、
出
口
税
・
復
進
口
税
各
若
干
を
完
し
、
三
項
分
徴

し
、
価
本
に
按
照
し
核
計
す
。
税
厘
は
総
て
洋
薬
併
徴
の
数
を
過
ぎ
る
を
得

ざ
れ
ば
、
華
洋
の
商
情
に
お
い
て
、
較
や
允
洽
為
り
、
亦
併
徴
の
条
款
と
相

違
背
せ
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
最
終
的
に
直
隷
は
山
東
と
同
様
に
、
毎
百
斤
価
格
二
百
五
十

両
に
つ
き
、
落
地
税
・
厘
金
・
関
税
を
各
二
?
両
徴
収
す
る
事
と
し
た
。
他
の

「
印
花
」
の
貼
付
等
の
具
体
的
方
法
は
、
全
て
李
鴻
章
の
立
案
を
採
用
す
る
事

と
し
た
(
肺
。

五

お

わ

り

に

以
上
四
つ
の
省
の
土
薬
に
対
す
る
従
来
の
課
徴
の
在
り
方
、
及
び
公
認
さ
れ

た
後
の
対
応
に
つ
い
て
、
各
省
か
ら
の
報
告
・
立
案
の
覆
奏
と
、
そ
れ
に
対
す

る
戸
部
・
総
理
街
門
の
見
解
を
中
心
に
紹
介
し
た
。
こ
の
四
省
は
そ
の
地
理
的
・

経
済
的
条
件
の
相
違
に
よ
り
、
土
薬
に
対
す
る
課
徴
の
在
り
方
は
、
決
し
て
一

様
で
は
無
い
。
し
か
し
共
通
し
て
言
え
る
事
は
、
何
れ
の
省
に
お
い
て
も
、
既

に
解
禁
前
に
お
い
て
そ
の
名
目
や
額
の
相
違
は
有
っ
て
も
、
土
薬
の
生
産
・
流

通
・
販
売
に
対
し
て
課
徴
が
行
わ
れ
て
お
り
、
公
的
に
叫
ば
れ
て
い
た
罌
粟
栽

培
の
禁
令
が
、
如
何
に
有
名
無
実
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
。
又
何
れ
の
省
の
報
告
に
お
い
て
も
、
管
内
に
お
け
る
現
実
の
土
薬
に
対
す

る
課
徴
に
お
い
て
、
そ
の
徴
収
に
当
た
る
官
吏
等
の
人
員
に
よ
る
不
正
行
為
は
、

全
く
存
在
し
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
上
諭
に
お
い
て
指
摘
し
て

い
た
。各

該
省
の
局
?
税
項
を
徴
収
す
る
に
、
官
史
隠
匿
し
て
已
に
入
れ
る
こ
と
、

一
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数
を
為
す
こ
と
甚
だ
鉅
な
り
。
弊
端
百
出
し
、
尽
く
私
嚢
を
飽
か
し
、
以
っ

て
多
を
徴
し
少
を
報
ず
る
を
致
し
、
国
課
に
お
い
て
毫
も
神
補
す
る
無
く
。

含
混
欺
飾
し
、
実
に
痛
恨
に
堪
え
ん
。
(
2
9
)

と
批
判
す
る
状
況
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
央
が
実
状
の
正

確
な
把
握
を
意
図
し
て
行
っ
た
、
既
往
の
不
正
行
為
に
対
す
る
弾
劾
・
処
分
の

免
除
と
い
う
恩
典
も
、
何
ら
顧
慮
さ
れ
ず
、
潔
白
の
報
告
の
み
を
見
る
事
と
な
っ

た
。
又
次
に
示
す
様
に
、
各
省
の
税
厘
額
は
極
め
て
多
様
で
不
統
一
で
あ
り
、

そ
の
事
は
納
入
す
る
側
も
徴
収
す
る
側
も
混
乱
し
、
従
っ
て
そ
こ
に
不
正
行
為

の
働
き
得
る
余
地
を
残
す
事
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

土
薬
解
禁
に
関
す
る
上
諭
に
対
す
る
各
省
の
覆
奏
に
つ
い
て
、
そ
の
全
て
を

見
る
事
は
出
来
る
の
は
、
現
在
の
管
見
の
範
囲
で
は
、
以
上
の
四
省
と
新
疆
・

江
蘇
・
四
川
省
で
あ
る
。
新
疆
は
流
通
量
も
少
な
く
、
覆
奏
に
は
具
体
的
額
等

も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
後
二
省
は
中
国
土
薬
の
重
要
な
産
地
と
さ
れ
、
こ
の
地

域
の
土
薬
厘
金
課
徴
問
題
は
別
稿
で
論
述
す
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
も
引
用

し
た
光
緒
十
七
年
の
戸
部
・
総
理
街
門
に
よ
る
、
各
省
の
覆
奏
を
総
括
す
る
上

奏
の
、
最
後
の
部
分
に
、
省
別
に
課
徴
額
を
列
記
し
て
お
り
、
こ
れ
を
紹
介
す

る
事
と
す
る
(
≒

奉
天

毎
百
斤

銀
五
十
両

移
出
の
場
合
、
当
該
省
の
章
程
に
よ
り
課
徴

し
、
以
後
の
徴
収
は
免
除
。

山
海
関
道
よ
り
の
移
出
の
場
合
、
出
口
税
厘
毎
百
斤

銀
五
十
七
両

二
銭
を
徴
収
。

古
林

毎
百
斤

銀
三
十
二
両

販
売
の
際
、
銭
千
文
に
つ
き
税
三
十
文
の

徴
収

移
出
の
場
合
、
当
該
省
の
章
程
に
よ
り
徴
収
し
、
以
後
の
徴

収
は
免
除
。

山
西

毎
百
斤

銀
五
十
五
両

移
出
の
場
合
、
当
該
省
の
章
程
に
よ
り
徴

一

一

一

収
し
、
以
後
の
徴
収
は
免
除
。

浙
江

毎
百
斤

洋
四
十
八
元

移
出
の
場
合
、
当
該
省
の
章
程
に
よ
り
徴

収
し
、
以
後
の
徴
収
は
免
除
。

河
南

毎
百
斤

銀
三
十
二
両

移
出
の
場
合
、
当
該
省
の
章
程
に
よ
り
徴

収
し
、
以
後
の
徴
収
は
免
除
。

黒
龍
江

毎
包
五
十
両
に
つ
き
落
地
税
銀
四
銭
四
分

流
通
の
際
、
関
・
?

で
関
税
・
厘
金
を
徴
収
。

雲
南

毎
千
両

落
地
税
銀
六
両
、
流
通
の
際
、
関
・
?
で
関
税
・
厘
金
を

徴
収
。

貴
州

毎
千
両
。
落
地
税
銀
八
両
、
流
通
の
際
、
関
・
?
で
関
税
・
厘
金
を

徴
収
。

熱
河

販
運
過
境
の
際
に
、
毎
一
斤

正
耗
銀
二
銭
三
分

安
徽

販
運
過
境
の
際
に
、
毎
十
斤

銀
二
両

江
西

販
運
過
境
の
際
に
、
毎
百
斤

税
厘
銀
四
十
三
両

績
関
に
在
っ
て

は
、
毎
百
斤

耗
銀
二
両
五
銭

広
東

販
運
過
境
の
際
に
、
毎
百
斤

正
税
銀
三
十
両

他
港
で
正
税
を
納

入
し
た
も
の
に
対
し
て
は
、
復
進
口
銀
十
五
両

広
西

販
運
過
境
の
際
に
、
毎
百
斤

銀
十
二
両

湖
北

販
運
過
境
の
際
に
、
毎
百
斤

税
耗
合
計
銀
三
十
四
両
七
銭

落
地
厘
毎
一
両

銭
九
文

直
隷

毎
百
斤
価
格
銀
二
百
五
十
両
に
つ
き

落
地
税
二
十
両

厘
捐

二
十
両

関
税

二
十
両

以
後
の
徴
収
免
除

山
東

毎
百
斤
価
格
銀
二
百
五
十
両
に
つ
き

落
地
税
二
十
両

厘
捐

二
十
両

関
税

二
十
両

以
後
の
徴
収
免
除

福
建

毎
畝

銀
三
銭
八
分
五
厘

移
入
土
薬
毎
百
斤

税
厘
銀
三
十
五
両
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陜
西

平
地
毎
畝

銀
一
銭

山
地
毎
畝

銀
六
分

移
入
土
薬
毎
百
斤

税
厘
銀
三
十
五
両

湖
南

未
報
告

台
湾

未
報
告

甘
粛

未
報
告

新
疆

未
報
告

註

(
I
)
拙
稿
「
光
緒
初
期
、
山
西
に
お
け
る
罌
粟
栽
培
禁
止
問
題
に
つ
い
て
」
「
集
刊
東
洋
学
」

第
六
十
二
号
(
一
九
八
九
年
十
一
月
)
参
照
。

(
2
)
光
緒
元
年
二
八
七
五
)
に
起
こ
っ
た
マ
ー
ガ
リ
ー
事
件
に
端
を
発
し
、
そ
の
収
拾
の

為
の
「
煙
台
条
約
(
芝
罘
条
約
)
」
締
結
交
渉
の
過
程
で
論
議
さ
れ
、
曲
折
に
富
む
交
渉

の
結
果
、
輸
入
鴉
片
に
対
し
て
関
税
・
厘
金
を
海
関
に
お
い
て
一
括
納
入
す
る
事
に
よ

り
、
密
輸
・
脱
税
を
免
れ
る
と
し
た
が
、
厘
金
の
額
は
「
各
省
に
よ
り
情
形
を
察
勘
し
て

酌
辨
す
」
と
す
る
規
定
に
イ
ギ
リ
ス
の
鴉
片
商
人
が
反
発
し
、
議
会
に
働
き
か
け
て
そ
の

批
准
を
拒
否
し
、
再
度
の
協
議
が
続
け
ら
れ
、
光
緒
十
一
年
に
「
煙
台
条
約
続
増
専
条
」

が
締
結
さ
れ
、
厘
金
の
額
を
一
律
に
毎
百
斤
八
十
両
と
し
、
合
計
百
十
両
を
海
関
で
徴
収

す
る
事
で
決
着
を
見
た
。
こ
の
交
渉
経
過
及
び
そ
の
実
施
の
過
程
で
生
じ
た
種
々
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

(
3
)
「
中
英
煙
台
続
約
十
款
」
(
北
洋
洋
務
局
纂
輯
「
約
章
成
案
匯
覧
甲
編
」
巻
二
)

(
4
)
「
左
文
襄
公
全
集
」
奏
稿
、
巻
五
十
八
、
『
厳
禁
鴉
片
請
先
増
洋
薬
土
煙
税
捐
摺
』
光
緒

七
年
五
月
初
五
日
。

(
5
)
「
李
文
忠
公
全
集
」
奏
稿
、
巻
四
十
一
、
『
遵
議
鴉
片
厘
税
事
宜
摺
』
光
緒
七
年
六
月
十

六
日
。

(
6
)
「
劉
忠
誠
公
遺
集
」
奏
疏
、
巻
十
八
、
『
議
覆
洋
薬
加
厘
辨
法
摺
』
光
緒
七
年
七
月
初
二

(
7
)
「
張
文
襄
公
全
集
」
巻
四
、
奏
議
四
、
『
禁
鞋
鶯
粟
片
』
光
緒
八
年
六
月
十
二
日
。

(
8
)
新
村
容
子
「
中
国
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
る
政
策
論
争
-
‐
I
I
署
貴
州
巡
撫
李
用
清
の
ア
ヘ
ン

生
産
禁
止
論
を
中
心
に
I
」
(
「
東
洋
史
研
究
」
第
五
十
一
巻
第
四
号
、
一
九
九
三
年
三

月
)
参
照
。

(
9
)
「
大
清
徳
宗
実
録
」
光
緒
十
二
年
四
月
甲
申
の
条
。

(
1
0
)
羅
玉
東
「
光
緒
朝
補
救
財
政
之
方
策
」
(
「
中
国
近
代
社
会
経
済
史
論
集
」
下
冊
、
一
九

七
一
年
五
月
、
崇
文
書
店
印
行
、
中
央
研
究
院
社
会
科
学
研
究
所
「
中
国
社
会
経
済
史
集

刊
」
所
収
の
転
載
)
参
照
。

(
n
じ
「
大
清
徳
宗
実
録
」
光
緒
十
六
年
四
月
甲
寅
の
条
。

(
1
2
)
拙
稿
「
土
薬
へ
の
課
徴
の
在
り
方
と
そ
の
実
状
-
『
徐
州
土
薬
章
程
』
を
中
心
に

I
」
(
仮
題
)

(
一
九
九
五
年
五
月
刊
行
予
定
の
「
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
」
第
六
輯
に

発
表
予
定
)
。

(
1
3
)
「
宮
中
档
光
緒
朝
奏
摺
」
(
国
立
博
物
院
印
行
、
以
下
「
宮
中
档
」
と
略
称
)
第
五
輯
、

四
四
四
-
四
四
七
頁
。

(
1
4
)
「
皇
朝
政
典
類
纂
」
巻
九
十
七
、
征
?
十
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
光
緒
十
七
年
の
「
総

理
街
門
会
同
戸
部
奏
」
(
以
後
「
会
奏
」
と
略
称
)
、
五
葉
表
、
十
五
行
。

(
1
5
)
光
緒
十
七
年
二
月
の
殊
批
を
得
た
署
両
江
総
督
沈
秉
成
・
江
蘇
巡
撫
剛
毅
の
徐
州
産

土
薬
に
関
し
て
立
案
し
た
「
収
捐
試
辨
章
程
」
を
指
し
、
こ
れ
が
各
省
の
土
薬
厘
金
徴
収

の
モ
デ
ル
と
さ
れ
、
一
般
に
「
徐
州
土
薬
章
程
」
と
呼
ば
れ
た
。
詳
細
は
(
1
2
)
の
予
定
稿

に
お
い
て
論
?
る
。

(
1
6
)
「
宮
中
档
」
第
六
輯
、
光
緒
十
七
年
八
月
二
十
二
日
の
上
奏
、
四
六
二
1
四
六
三
頁
。

(
1
7
)
「
宮
中
档
」
第
五
輯
、
六
〇
九
-
六
一

一
頁
。

(
1
8
)
「
会
奏
」
、
四
葉
裏
、
七
行
。

(
1
9
)
「
会
奏
」
、
七
葉
裏
、
四
行
。

[
卯
]
)
同
前
。

(
2
1
)
「
宮
中
档
」
第
六
輯
、
五
二
四
1
五
二
五
頁
。

(
2
2
)
「
宮
中
档
」
第
七
輯
、
一
七
〇
-
一
七
一
頁
。

(
2
3
)
「
張
文
襄
公
全
集
」
巻
二
十
九
、
奏
議
二
十
九
、
『
整
頓
土
薬
税
項
鴇
擬
辨
法
摺
』
光
緒

十
六
年
八
月
二
十
四
日
。

(
2
4
)
「
会
奏
」
、
五
葉
裏
、
一
行
。

(
2
5
)
「
李
文
忠
公
全
集
」
奏
稿
、
巻
七
ト
、
『
酌
議
土
薬
税
厘
摺
』
光
緒
十
六
年
十
二
月
十
七

(
2
6
)
「
会
奏
」
、
五
葉
裏
、
四
行
。

一
一
ニ
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(
2
7
)
「
李
文
忠
公
全
集
」
訳
署
函
稿
、
巻
二
十
、
『
論
土
薬
税
厘
』
光
緒
十
七
年
正
月
二
十
七

(
2
8
)(
2
6
)
に
同
じ
。

(
2
9
)
「
大
清
徳
宗
実
録
」
光
緒
十
六
年
四
月
甲
寅
の
条
。

(
3
0
)
「
会
奏
」
、
六
葉
裏
、
十
一
行
-
七
葉
裏
、
十
一
行
。

二
九
九
四
年
九
月
十
一
日
脱
稿
)

-

四
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-
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